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１．魔法陣データを読み込む 

(１)相続税ソフト側で必要な項目に入力をする 

 

■基本情報 

「相続税申告の e-Taxを利用する」にチェック 

 

 

 

 

 

 

 

■相続人情報 

・「利用者識別番号」の入力 

※電子申告を行うすべての相続人にたいして利用者識別番号を設定してください。 

利用者識別番号が設定されていない相続人は相続税の申告書を提出したことにはなりません。 

 

※電子申告を行わない相続人は、e-Tax「利用しない」に設定してください。 

「利用しない」に設定した相続人は、電子申告で読み込む際に申告書第 1 表の読み込み対象となりませ

ん。 

 

 

 

 

・「続柄（e-Tax区分）」の設定 

 

「相続税申告の e-Tax を利用する」にチェ

ックを入れることで、【相続人情報】の

「e-Tax：利用しない」が「e-Tax：利用す

る」に設定され、利用者識別番号が入力で

きる状態になります。 
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■第 11の 2表 

・細目コード（e-Taxコード）の設定 

相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書(第 11の 2表)  の「相

続時精算課税適用財産の明細」を入力する場合、「コード一覧」ボタンより「細目コード一覧」を呼び出

し、取得した財産に応じたコードを選択してください。 

※細目コード（e-Taxコード）が未設定の財産は、種類・細目が読み込みされません。 

 

 

 

 

■送信票の作成 

「電子申告」―「送信票（相続税）」より、送信票を作成します。 

郵送・イメージ送信する書類がある場合は、該当書類の提出区分を「有」に設定してください。 

 

 

 

 

 

＜申告データ送信後＞ 

相続税データを電子申告した後、メッセージボックスにメッセージが届きます。そのメッセージ詳細画

面（受信通知）に「送付書」ボタンありますので、クリックして印刷を行い、別途郵送（持参）する添

付書類とともに税務署に提出してください。 
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(２)電子申告ソフトでデータを読み込む  

 

1. トップメニュー＜らくらく！スタンダード＞をクリックし、「納税者の選択」画面で納税者を選択し

て「国税処理」をクリックしてください。 

 

※「納税者の選択」画面に税理士や納税者をまだ登録していない場合は、簡易マニュアル「申告前準備

【国税】編」を参照し、税理士や納税者の新規登録作業を行ってください。 

 

 

 

 

 

※相続人が複数いる場合、代表となる相続人をひとり決めて、納税者の選択画面よりその相続人 

（納税者）を選択して国税処理へ進みデータ読み込みを行ってください。 

代表となる相続人は、申告書第 1表の財産取得者の 1人目である必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜提出先税務署について＞ 

相続税申告書の提出先は、書面で提出する場合と同様に被相続人の死亡の時における住所地を 

管轄する税務署となります。 

電子申告【納税者の選択】で選択する納税者の税務署名が送信したい税務署と異なる場合、 

相続税データの読み込みを行う前に税務署名を変更し【魔法陣データの読み込み】を行ってください。 

※相続税データの読み込みが終わった後に、元の税務署名に変更してください。 

 

相続税 

＜相続人情報＞ 

電子申告 

＜納税者の選択＞ 

 

 

 

 

 

※代表となる相続人をひとり

設定し、データ読み込みを行う 

 

相続人Ａ 

利用者識別番号：

1111111111111111 

相続人Ｂ 

利用者識別番号：

2222222222222222 

相続人Ｃ 

利用者識別番号：

3333333333333333 

納税者Ａ 

利用者識別番号：

1111111111111111 
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2. ＜魔法陣データ＞ボタンから「魔法陣データの読込」画面を開き、「手続き」と「申告年度」を選択

してください。（手続き＝相続税） 

 

 

3. 該当データが表示されますので、データを選択し、＜読み込み＞ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 読み込まれたデータが表示されますので、ステータスを確認してください。 

 ・正常に読み込まれた場合 ⇒ ステータスは「作成中」 

・エラーがある場合    ⇒ ステータスは「作成中（スキーマエラーあり）」 

 

 

 

 

  

データを選択するとオレン

ジ色になります。 

スキーマエラーがある場合、ダブルクリックで帳票一覧を

表示させ、エラーの帳票をプレビューしてください。 

エラーの箇所が赤く表示されます。 

⇒相続税ソフトに戻って訂正し、電子申告ソフトで再度読込

を行ってください。 

読込元フォルダが違う場合、「参照」

ボタンよりデータが入っているフォ

ルダを指定してください。 
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２．署名をする 

読み込んだデータに問題がなければ、電子証明書を付与します。 

 

1. 「署名・送信」をクリックし、データを選択して「署名付与」をクリックしてください。 

 

 

2. 発行元の認証局サービス名を選択して「OK」をクリックしてください。 

 

 

3. 内容確認画面が表示されますので、内容確認後「OK」をクリックしてください。 

4. パスワードを入力する画面が表示されますので、ユーザーPINを入力してください。 

 

                    ※ご使用の電子証明書によって、「パスワード入力画面 

→内容確認画面」の順に表示される場合もあります。 

 

 

 

5. 「署名が完了しました。」のメッセージが表示されますので「OK」をクリックし、データの署名数が

「１」になっていることを確認してください。 

 

これで、署名完了です。 
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３．送信する 

署名が完了すれば、あとは送信です。（国税庁受付システムへ送信します。） 

 

1. 送信したいデータを選択して「送信」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

2. 国税ログイン画面が表示されますので、暗証番号を入力し「OK」をクリックしてください。 

 

 

 

3. 送信後、即時通知が表示されます。 

ダブルクリックまたは詳細表示ボタンより即時通知の内容を確認してください。エラーになっていな

ければ画面を閉じてメッセージボックスに進んでください。 

 

※即時通知は「送信」ができたかどうかのみを確認するものです。正常に「受付（受理）」がされたか

どうかはメッセージボックスに届く受付結果を見てみないとわかりません。必ずメッセージボックスで

受付結果を確認してください。受付結果（受信通知）が収受印の代わりであり、法的な証明となります。 

 

 ※即時通知は一度閉じると再表示ができません。必要に応じて印刷または保存してください。 

ログイン時の利用者識別番号は、「基本設定」

の代理区分により自動表示します。 

 

・「本人申告」を選択している場合 

⇒「納税者本人」の利用者識別番号が 

表示されます。 

 

・「代理申告」を選択している場合 

⇒「関与税理士等」の利用者識別番号が 

表示されます。 
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４．受付結果（受信通知）を確認する 

メッセージボックスの「受付結果」を確認してください。 

メッセージボックスの「税理士分」（本人申告の場合は「本人分」）をクリックすると、受信したメッセ

ージの一覧が表示されます。「受付結果」を確認してください。 

ダブルクリックして受信通知を表示し、エラーがないかどうかを確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・エラーが表示されていない場合 ⇒ 正常に受付がされています。電子申告完了です。 

※受信通知が収受印代わりになりますので、必ず「印刷」また

は「保存」してください。（1900日を過ぎると、e-Taxサーバー

からメッセージが自動的に削除されてしまいます。） 

 

・エラーが表示されている場合  ⇒ 受付がされていません。 

※エラー内容を確認し、訂正後、再度読込・送信してください。 

エラーの対処方法がわからない場合、弊社サポートセンターま 

でお問い合わせください。 

 

＜参考＞ 

・読み込み対象の相続人が 9人を超える場合はデータを読み込むことができません。 

・正常に申告データの送信が行われた場合、受信通知は関与税理士と利用者識別番号が設定されたそれ

ぞれの納税者のメッセージボックスに格納されます。 

代理送信した場合、受付結果に問題が

なければ、納税者のメッセージボック

スにも税理士のメッセージボックスに

も同じメッセージが格納されます。 

正常に申告データの送信が行われた場合、受信通知は関与税理士

と利用者識別番号が設定されたすべての納税者のメッセージボ

ックスに格納されます。ただし、正常に送信が行われなかった場

合、エラー等の通知は関与税理士のメッセージボックスのみに格

納されます。 
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